
届出・申出の流れ

土地所有者

南城市長

200㎡以上の土地
買取希望の届出・申出

買取希望調査

協議を行う地方公共団
体等を決定

○土地所有者
○協議を行う地方公共団体等

協議

成立したとき

土地所有者と
売買契約締結

不成立のとき

第三者への譲渡可

土地所有者

買取希望がある買取希望がない

通知

通知

※届出は、地方公共団体等以外で
買取予定者が決まっている場合
となります。

※買い取りが成立した際には、税制上の優遇措置（租税特別措置法の譲渡所
得の特別控除１，５００万円）が受けられます。


